
市の境界立会いの流れ

 ・道路法の適用を受ける道路と隣接する土地との境界
 ・安城市法定外公共用物の管理に関する条例に規定する道路法が適用されない道路と隣接す
  る土地との境界
 ・河川法を準用する河川と隣接する土地との境界
 ・安城市法定外公共用物の管理に関する条例に規定する河川法の適用又は準用がされない河
  川並びに溝きょ、水路、池沼及び堤と隣接する土地との境界

以下の場合は、不調扱いとなります。

※公嘱協会社員による立会の流れについては、別紙「道水路境界立会の運用変更について（お
 知らせ）」をご覧ください。

 関係ない場合はこの限りではありません。

※２の受理後、交付まで１〜２週間程かかります。

※杭の設置写真は、新設した場合のみ１部提出してください。
※測量図は、２とは別に２部提出してください。

※該当の場合は、１の受理後に公嘱協会から直接連絡が入ります。

＜市が立会う範囲＞

※境界立会いの１０営業日前までに提出してください。

・申請地が訴訟又は係争中のとき。ただし、訴訟内容が境界確認と
・「道水路境界の立会い及び承認願」を受理して原則１年経過したとき。

・「道水路境界の立会い及び承認願」の取下げ依頼（任意様式）を受けたとき。

・「土地境界確認書」を交付したとき。

※ご不明な点は市職員にご確認ください。

※市の立会いは１の受理後、約１週間〜２か⽉程かかる場合があります。

１ 境界立会いの申請

２ 土地境界確認申請書

土地境界確認書の交付

３ 境界立会いの完了

１−３ 境界立会いの省略

１−４ 境界確認補助業務の委任

１−２ 境界立会い


